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標準様式第１号（第９条関係） 

 

 

公募型プロポーザル方式による提案書募集に関する公表 

 

 

 次のとおり提案書を募集します。 

 

 

  令和８年２月６日 

                          一般財団法人足立区観光交流協会 

会長 工藤 信  

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

   「光の祭典」イルミネーション企画設置等業務委託 

（２）業務目的 

   一般財団法人足立区観光交流協会（以下「委託者」という。）と足立区が共催して実施する「光

の祭典」において、元渕江公園等にイルミネーションを施し、足立区のイメージアップ及び竹の

塚地域の賑わい創出に寄与することを目的とする。 

（３）業務内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

   契約締結日から令和９年１月２９日（金）まで 

※ 撤去工事は令和９年１月２９日（金）までに完了させること。 

※ 委託者が「光の祭典」の事業を翌年度も予算化した場合かつ、実施後に行う評価委員会の評 

価検証で良好であると判断した際には、契約を更新できる。 

  なお、更新は１年単位とし、２回を限度とする。 

  ただし、金額は初年度と同等とは限らない。 

（５）業務実施上の条件 

  ア 主要な技術者の資格条件 

    電気工事士法（昭和 35 年 8 月 1 日法律第 139 号）に定める第一種電気工事士及び第二種電

気工事士 

  イ 現地調査の有無 

    あり 

 

２ 提案限度価格等 

（１）提案限度価格 

   ６１，０００，０００円（税込） 

（５５，４５４，５４５円、消費税（１０％）５，５４５，４５５円） 

※ この金額を上回った場合はその時点で失格とする。 

（２）最低制限価格 

   なし 
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３ 資格要件、選定基準及び評価基準 

（１）提案書の提出者に要求される資格要件 

  ア 国若しくは自治体から入札参加停止及び指名停止の措置を受けていないこと。 

  イ 特別の理由がある場合を除くほか、当該に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者

で復権を得ない者でないこと。 

  ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体に属する者が実質的に経営に関与し、又は当該者を

相当の責任のある地位にある者として使用している者でないこと。 

  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する団体及び警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者

として、足立区または委託者に対し、区発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 

  オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に定め

る無差別大量殺人行為を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動している

ものと認められる団体に属する者が実質的に経営に関与している者又は当該者を相当の責任

のある地位にある者として使用している者でないこと。 

  カ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

（２）失格について 

   提案書の提出者が、契約締結までの間に上記（１）の資格要件を有しなくなった場合は、その

時点で失格とする。また、提出された書類に虚偽があった場合についても、同様とする。 
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（３）提案書の提出者を選定するための評価基準 

評価項目 評価の視点 指標 評価配分 

業務実績 同種、類似業務の実績はあるか 同種同類の業務実績が豊富か ２５％ 

経営状況 経営状況が安定しているか 
直前含め過去３年分の財務諸表か

ら税理士が診断する 
１５％ 

業務 

遂行力 
業務遂行体制は妥当か 

・役割分担が明確で、確実に業務

を遂行できる体制か 

・業務遂行にあたり十分な数の有

資格者を揃え、適切に配置し

ているか 

３０％ 

危機管理 

体制 

事故防止及び発生時の対策は 

妥当か 

・従業員の危機管理意識向上に繋

がる研修を適切に実施してい

るか 

・妥当性のある危機管理マニュア

ル等があり、事故防止のため

の対策や事故発生時の体制が

整っているか 

２５％ 

社会的貢 

献度 

社会的貢献度・地域貢献度があ 

るか 

・えるぼし認定企業 

・くるみんマーク認定企業 

・ISO14001認証 

・プライバシーマーク 

・健康経営優良法人 

・ユースエール認定 など 

５％ 

区内加点 
区内に本店がある場合は、得点数に５％を乗じた数を加算し、区内に支店等の

事業所がある場合は、得点数に３％を乗じた数を加算する。 

※ 評価項目「経営状況」については、税理士により財務諸表を診断した結果、経営状況が不安定で

業績信頼性に不安があると、「『光の祭典』イルミネーション企画設置等業務委託事業者選定委員

会」において認められた場合には、失格とする。 

※ 提案書提出者の選定については原則、全選定委員の評価の合計点が６割以上であることを条件と

する。 
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（４）提案書を特定するための評価基準 

＜区内加点表＞  

業者及び業務の条件 加点 

区内に本店があり、対象業務区域が区内である場合 ５％ 

区内に本店があり、対象業務区域が区外である場合 ４％ 

区内に支店があり、対象業務区域が区内である場合 ３％ 

区内に支店があり、対象業務区域が区外である場合 ２％ 

※ 配点の合計数が第１位のものを優先交渉権者とする。同点の場合には提案見積金額等を総合的に

判断して上位者を決定する。順位が第２位の者を次点とする。 

  また、原則、全選定委員の評価の合計点が６割以上であることを条件とする。

評価基準 評価の視点 指標 評価配分 

業務理解度 業務の理解度は十分か 提案内容が仕様書に沿ったものであるか  ５％ 

テーマ ストーリー性が感じら

れ、かつ効果的なテーマ

が設定されているか 

・特にファミリー層に対して、また若者にも

魅力的で効果的なテーマであるか 

・テーマに沿ったオブジェや演出の提案があ

りストーリー性を感じられるか 

１０％ 

イルミネー

ション等 

テーマに沿った効果的な

イルミネーション等であ

るか。全体に新規性を感

じられるか 

・話題性を創出し集客が期待できるようなオ

ブジェや演出があるか 

・竹ノ塚駅前の賑わいを創出し、元渕江公園

に行ってみたくなるような繋がりのあるイル

ミネーション等であるか 

・竹の塚けやき大通りの賑わいを創出する華

やかなイルミネーション等であるか 

・メタセコイアのイルミネーション等やライ

ティングショーは、当事業のシンボルとして

見栄えのあるものとなっているか 

３０％ 

体験型・双方

向型の企画 

テーマに沿った効果的な

企画であるか 

・来場者が乗るなどして楽しめるアトラクシ

ョン等、来場者による体験型の企画が提案さ

れているか 

・スイッチを押すと光る、声に反応して色が

変わる等、来場者が演出に参加できる双方向

型イルミネーション企画が提案されているか 

・来場者が楽しめるフォトスポットが設置さ

れているか 

２５％ 

環境への配

慮 

環境に配慮した対策があ

るか 

施工方法や使用する電材等について、環境に

配慮した対策（廃棄、リサイクル等を含む）

を実施しているか 

 ５％ 

業務実績 同種・類似業務の実績は

あるか 

同種同類の業務実績が豊富か 
 ５％ 

実施体制 実施体制は妥当か 役割分担が明確で、確実に業務を遂行できる

体制か  ５％ 

危機管理 危機管理は妥当か 十分な安全対策が行われているか 
１０％ 

費用対効果 コストパフォーマンスは

評価できるか 

提案限度額相当又はそれ以上の効果が期待で

きる内容が提案されているか  ５％ 

区内加点 下記の表のとおり加点するものとする 
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４ 手続き等 

（１）担当 

〒120-8510 足立区中央本町１－１７－１ 

一般財団法人足立区観光交流協会 観光イベント課 一川 

電話 ０３－３８８０－５８５３（直通） 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間 令和８年２月６日（金）から令和８年２月１８日（水） 午後５時まで 

② 交付場所 ４（１）に同じ。 

③ 交付方法 希望者に直接交付する。 

（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

① 提出期限  令和８年２月１９日（木）午後５時まで（必着） 

② 提出場所  ４（１）に同じ。 

③ 提出方法 事前連絡のうえ、郵便等で送付または窓口に持参すること。 

※ 提案書の正本（代表者印押印）１部、副本１５部 

（４）提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

① 提出期限 令和８年４月１６日（木）午後５時まで（必着） 

② 提出場所 ４（１）に同じ。 

③ 提出方法 事前連絡のうえ、郵便等で送付または窓口に持参すること。 

※ 提案書の正本（代表者印押印）１部、副本１５部 

 

５ その他の留意事項 

（１）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び提案書の提出者に選定された旨の通知を

受けなかった者は、提案書を提出することができないものとする。 

（２）参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（３）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には，参加表明書及び提案書を無効とす

るとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

（４）提出された参加表明書は返却しない。 

（５）特定されなかった場合に提案書の返却を希望する者は、その旨を提案書提出の際に申し

出るものとする。申出がない場合は、返却要請の意志がないものとみなす。なお、提出さ

れた参加表明書及び提案書は、提出者に無断で使用しない。ただし、特定された提案書に

ついて情報開示請求がされた場合は、開示する場合がある。 

（６）提出期限以降における参加表明書及び提案書の差換え及び再提出は認めない。 

（７）委託者は、最高得点者と協議のうえ、この説明書および提案書を参考に業務仕様書を作

成し、最高得点者と契約を締結する。最高得点者が辞退した場合は、あらかじめ選定委員

会で定めた順位の範囲内で次点者を繰り上げる。 

（８）被特定者が失格し、又は正当な理由がなく契約締結を辞退したことにより委託者に損害

を与えた場合には、損害賠償を請求する場合がある。 

（９）被特定者が正当な理由なく契約締結を辞退した場合は、会長はプロポーザル参加資格を

停止する措置を行うことがある。あわせて、委託者の入札等に参加できないことがある。 
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６ スケジュール（予定） 

項目 日程 

説明書の交付 令和８年２月 ６日（金）から 

令和８年２月１８日（木）午後５時まで 

説明書に関する質問期限 令和８年２月１３日（金）午後５時 

参加表明書の提出期間 令和８年２月 ６日（火）から 

令和８年２月１９日（木）午後５時まで 

提案書提出者選定結果の通知 令和８年３月２３日（月） 

提案書の提出期間 令和８年３月２３日（月）から 

令和８年４月１６日（木）午後５時まで 

ヒアリング（プレゼンテーション） 令和８年４月２８日（火） 

特定結果通知 令和８年４月３０日（木） 

契約締結 令和８年６月上旬 

 

７ 問い合わせ先 

  〒１２０－８５１０ 足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所内南館４Ｆ 

  一般財団法人 足立区観光交流協会 担当 一川 

【電 話】０３－３８８０－５８５３ 

【ＦＡＸ】０３－３８８０－５７６９ 

【メール】info@kanko-adachi.jp 

 

TEL:０３－３８８０－５８５３
mailto:info@kanko-adachi.jp

